
 

財務諸表の承認に係る事務局確認について 
 
１ 財務諸表の承認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ※  ６年間（規則第11 条） 
 
 
２ 財務諸表の確認内容 

 
(１) 合規性の遵守 

チェック項目 チェック結果 
○提出期限は遵守されたか 
 

■ 期限内（６月末） 
□ 期限外（   ） 

○必要な書類は全て提出さ

れたか 
■ 財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー

計算書、利益処分に関する書類、行政サービス実施コスト

計算書、附属明細書） 
■ 決算報告書 
■ 事業報告書 
■ 監事の意見書 

○監事の監査証明に、財務

諸表の承認にあたり考慮す

べき意見はないか 

■ 意見なし 
□ 意見あり（                   ） 
 

地方独立行政法人法第34 条 
１）貸借対照表 
２）損益計算書 
３）利益の処分又は損失の処理の書類 

４）設立団体の規則で定める書類 
５）附属明細書 

法人運営規則第10 条 
①キャッシュ・フロー計算書 
②行政サービス実施コスト計算書 

知事に提出 

評価委員会の意見を聴く 

知事による承認 

県報公告、一般の閲覧  

資料 ４ 



  
(２) 表示内容の適正性 

チェック項目 チェック結果 
○記載すべき項目につい

て、明らかな遺漏はないか 
■ 遺漏なし 
□ 遺漏あり（                   ） 

○計数は整合しているか ■ 整合 
□ 不整合（                    ） 

○書類相互間における数値

の整合は取れているか 
■ 整合 （３のとおり               ） 
□ 不整合（                    ） 

○行うべき事業を行ってい

るか 
■ 収容定員は充足している（90％以上） 
□ 収容定員は未充足である（90％未満） 

○運営費交付金に係る会計

処理は適正か 
■ 期間進行基準の適用事業について、運営費交付金債務全額

が収益化されていることを確認 
○剰余金の繰越承認を受け

ようとする額は適正か 
■ 本県の承認基準に照らし、剰余金の発生理由及び繰越承認

を受けようとする額の算出方法が、本県の承認基準に沿った

ものであることを確認 
 
 (３) コメント 
  地方独立行政法人会計基準に照らし、金額の重要性の認められる齟齬等はなく、知事による財

務諸表の承認にあたって、事務局として特段のコメントはない。 
 
 
３ 財務諸表等の概要及び相互関連図 

 

〔資産〕 〔負債〕 ≪自己収入≫ 〔自己収入〕

4,188 580 475 475

〔支出〕 〔収入〕

1,415 1,378

〔費用〕

≪固定≫ 〔純資産〕 〔経常費用〕 〔経常収益〕 1,302
3,927 3,608 1,266 1,334 〔実施コスト〕

≪流動－現金≫ 909

109 ≪資本金≫ ≪運営交付金≫

3,462 824

≪資本剰余≫ ≪税財源≫

1 35
≪目的積立金≫ 〔当期総利益〕

期首残高 ≪現預金≫ 77 68 〔①＋②+③〕

期末残高 139 ※152 当期未処分利益 〔臨時損失〕 〔臨時利益〕 82

102 68 36 36

※内50は定期預金

一致

①退職給付増加額　　　　43

②機会費用　　　　　　　　 29

③損益外減価償却相当額　   　 10

キャッシュフロー計算書 貸借対照表

一致

損益計算書 実施コスト計算書

一致

 


